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はじめに 
 
本稿は、幕末における薩長軍事構想（薩摩・長州藩士による新政権樹立に向けた軍事動員規模や制圧範囲の

協同構想）を再検討することで政治過程を捉え直し、新たな歴史像への到達を目指すことを目的とする。 
幕末政治史研究は、1980 年代以降に多様な史料を駆使した実証研究が盛んになり、緻密な検討によって政治

過程や政治思想などが明らかにされていった。例えば、原口清氏は幕末中央政局における「国是」の成立過程
を明らかにし、王政復古に至る幕末政治史研究に多大なる影響を与えた。

（1）
青山忠正氏は＜重層言語＞と＜国家

形成＞という視覚に立ち、薩長同盟（盟約）の形成過程の分析などを通して明治維新に至る歴史像へ展望を示
した。

（2）
この＜重層言語＞と＜国家形成＞という視覚は本稿においても重要視すべきキーワードに当たる。家近

良樹氏は「薩長討幕史観」という研究状況を打破するべく、薩長両藩の具体的な打倒対象の検討を通して幕末
の政治過程を描いた。

（3）
高橋秀直氏は薩長両藩及び天皇を分析の中心に置き、政治動向の精緻な分析を行なって

いる。
（4）
幕末の薩摩藩研究では、佐々木克氏が安政期から慶応期までの政治史を検討し、薩摩藩の政治動向がよ

り明らかになった。
（5）
一方で幕末の長州藩研究では、三宅紹宣氏が体系的な成果を提示している。

（6）
これらの先

行研究で幕末の政治社会を主体的に行動した諸勢力（薩長両藩や徳川慶喜、会津藩など）の動向が明確化され
たことは大きな意義を有する。一方で、諸勢力の行動の背景となる政治思想について数多くの検討が行われて
いるものの、実証面では不十分な内容に止まっていると思われる。 
本稿が注目するのは「討幕」（武力倒幕）の問題である。戊辰戦争による「討幕」の達成という結果から、「討

幕派」が「討幕」（武力倒幕）を志向したうえでの政治動向は通説化されてきた。一方で、「討幕」をめぐる政
治過程を再考しようとする研究動向も存在する。家近良樹氏は薩長両藩の具体的な打倒対象（会津藩）を分析
し、

（7）
佐々木克氏は薩長の政治指導者が「討幕」を主張していないことを指摘した。

（8）
これらの研究に対して、

近年では三宅紹宣氏が薩長両藩を中心とする「討幕運動」を多様な史料を駆使して再提示した。
（9）

 
いずれの研究においても多様な史料を駆使して歴史像を描いている点が特筆されるが、「討幕」と表現される

軍事行動が具体的に何を意味しているのかという視点での検討がどの研究者においてもなされていない点も指
摘できよう。つまり、「討幕」という語を研究者各自が無批判に使用している状況が見て取れる。前述のように
近年では三宅紹宣氏が慶応 3 年における政治史像を提示する際に、「討幕とは、徳川慶喜から将軍職を奪い幕
府を一諸侯に下し、所領を削封して盟主となることを否定し、外交権を剥奪するものであった。討幕の概念に
ついては、研究者により異なるが、まずこの国家構想を共通理解に置く必要があろう」と概念設定を行なった
うえで政治過程を分析し、「討幕運動」史を再提示した 。

（10）
しかし、史料からの検討とは言い難く、研究者独自

の概念設定に止まっていると言えよう。三宅氏に限らず、どの研究者も「討幕」を「幕府軍と戦闘する」とい
う意味以上には深められていないのが現状と言える。「討幕」の具体的内容を実証的に明らかにしたうえで幕末
政治史を再構成する試みが必要ではないかと思われる。 
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 このほかにも、従来の先行研究では、「討幕」と「倒幕」が混同されたうえで議論が進められているものも多
くあった。「討幕」は同時代用語として史料にも登場する語であるが、「倒幕」は後世の研究者による学術用語
である 。

（11）
 

拙稿「「討将軍」と「討幕」―上方政変と関東進撃―」では、「討将軍」と「討幕」の違い、「討幕」の具体的
内容を慶応 3 年（1867）における薩長両藩の軍事構想から検討した 。

（12）
本稿は、検討対象とする年代を広げる

ことで、より具体的に「討幕」をめぐる政治史像を再構成することを目指したい。そのうえで、幕末の薩長軍
事構想が日本の近代へ如何なる歴史的意義を有するのかを考察してみたい。 
各章の論点は次の通りである。 
Ⅰでは、薩摩藩が軍事構想を長州藩へ伝える慶応３年８月ごろまでの「討幕」をめぐる様相を押さえること

を目的とする。 
Ⅱでは、薩長両藩の軍事構想を比較することで「討幕」の具体的内容を再提示し、幕末における政治過程の

再検討へ繋げることを目的とする。 
Ⅲでは、「討幕」の意味に留意しながら、薩長両藩が本格的に軍事行動を展開する姿勢を見せた慶応 3 年後半

期における薩長軍事構想と政治過程の再検討を行なう。薩長両藩の人間たちがどのような制圧範囲や軍事動員
の規模を想定していたのかということを明らかにすることで、薩長両藩における「討幕」構想はいつの時点か
らなのかといった諸問題も解明したい。 
 
Ⅰ 「討幕」をめぐる様相 
 
 本章では、薩長両藩が幕府に向けた軍事構想を行ない始める慶応 3 年 8 月ごろまでの政治状況を押さえるこ
とを目的とする。 
 文久 3 年（1863）11 月 15 日、孝明天皇の宸翰で、政体については王政復古ではなく「関東」へ委任するこ
と、そして征夷大将軍に庶政委任を行なう意思が示された 。

（13）
さらに、翌年正月の宸翰では、「妄ニ討幕ノ師ヲ

興サントシ」た「狂暴ノ輩、必罰セズンバアル可ラズ」として、「幕府」への委任を確認している 。
（14）

つまり、
元治元年の時点で、天皇・朝廷によって「討幕」は明確に否定された政治状況となっていた。 
 こうした状況で、後に幕府へ軍事的圧力を強める薩摩藩も「討幕」は不可能であるという状況は把握してい
たと言える。長州再征問題で政局が揺れる中で、大久保利通が尹宮（朝彦親王）に対して「朝廷ニ背候様相成
候得者、幕府之難を御買被成候道理ニ御座候、ヶ様申上候得者長州江同意或ハ討幕之趣意とか可被思召候得共、
かゝる大事ニ臨ミ左様之私意を以論し候ものニ無之、只名分之所存大義之所関を以御議論申上訳ニ御座候 」

（15）

と発言していることから、薩摩藩側も「討幕」を一方的に行なうことは「私論」であると、既に慶応元年の時
点で認識していたと考えられる。 
 「討幕」は「私論」であるという政治状況を踏まえると、慶応 2 年（1866）正月の薩長同盟締結が「討幕」
を意図したものではなく、長州再征を狙う「一会桑」に対する軍事動員を図ったものであるこ と

（16）
は、中央政局

における具体的な打倒対象を示している。また、それは「討幕」という勅命を得られることが不可能であった
と同時に、軍事行動の範囲は上方（京・大坂近辺）に限定されており、幕府（徳川宗家）の本拠地である関東
への派兵は想定されていない。 
 このように、慶応 3 年に入るまでの政治過程を分析すると、既に「討幕」不可の政治状況と上方における軍
事行動の可能性が指摘できる。これは慶応 3 年の政治過程の土壌と言える。 
 これまでの研究史からは薩長両藩が「討幕」に向けて動き出したのは慶応 3 年 5～6 月以降とされている。
また、「討幕派」とされてきた人物の動向や思想については、これまでの拙稿にても個別に検討している 。

（17）
「討

幕派」とされる人物については、井上勲氏が具体的に明記しており、西郷隆盛・大久保利通・木戸孝允・広沢
真臣・岩倉具視らを想定している 。

（18）
他の先行研究でもこれらの人物を「討幕派」としたうえで議論をしている

ので、共有事項として考えてもよい。さらに、「討幕の密勅」に加わった中山忠能・正親町三条実愛・中御門経

21



3 
 

之も「討幕派」として定義されている人物と言える。果たして、「討幕派」とされた人物たちは「討幕」をどの
程度主張しているのだろうか。 
 慶応 3 年 5 月、四侯会議の時点で「討幕」を主張したことが裏付けられるのは、中御門経之のみである。5
月 25 日、岩倉具視に宛てた書簡で中御門は次のように記す 。

（19）
 

 
 昨日之件委細は賢息賢孫ゟ御聞取之通り、実に絶言語候次第、何共悲歎此事に候、乍 
去此上は急度御勘考も可有之、岩倉村樵夫は御止め、今一段御尽力、大藩奮発候様願度候、 
内奸誅戮断然 朝敵之名を以て討幕之外無之候と存候、実に無申条次第、柔術之道は相絶 
候儀、急度討幕之策と存候、貴君には如何御思召候哉、小生は右之外無之と存候間、何卒 
〱御尽力願度候、善極而生悪、悪極而生善、彼幕暴之極に候間、急度被討 皇国御挽回此 
時と存候、併し右奮起之者無之に而は難得候儀、何卒御尽力願入度候 

 
幕府が勅許を獲得したこと（「昨日之件」）について深い憤りを示し、「大藩奮発」するように岩倉へ「今一段

御尽力」を要請する。さらに、中御門自身は「朝敵之名を以て討幕之外」はないと思うが、岩倉はどのように
思うのか、その意見を聞きたい旨を記す。具体的戦略はなくとも、この時点で中御門は朝敵として幕府を討伐
する「討幕」を考えたことがわかる。同時期の岩倉具視については、幕府の「暴挙」と外国が幕府を援助する
ことに警戒心を示した史料が確認できるのみであり 、

（20）
それ以上のことは不明である。 

 一方で、5 月 21 日に乾（板垣）退助・中岡慎太郎と小松帯刀・西郷隆盛・吉井幸輔の会談が行われた。後年
の板垣退助の談話によると、「討幕」を力説した際に、西郷は「これはどうも近頃愉快の御談判である。一議に
及びませぬ。承認しませう」と答えたという 。

（21）
しかし、井上勲氏が指摘するように、この「討幕密約」の根拠

は板垣談話のみであり、薩摩藩側にとっては四侯会議の望みを潰えておらず、長州藩に対しても方針を伝えて
いる段階ではない 。

（22）
勅命が出されていない段階で薩摩藩が「討幕」という手段をとろうとしたとは言えない。

また、この会談に出席している中岡慎太郎も「討幕派」として考えられてきた一人である。「年月不明 3 日本山
只一郎宛て中岡慎太郎書簡」では、「大罪を天下に鳴らし、一挙して討幕仕候時を今か〱と屈指相待居候折柄、
右公平共和之論に出候ては、一旦はどふか評子の抜候様なる心持も仕候得共、篤と熟考仕候処、右激論は所謂
書生論にて英雄創業之人に非れば行事不能、御大名方之御周旋には右正々堂々論にて出、外に良策は有御座間
敷奉存候」と記す 。

（23）
年月不明だが、内容から慶応 3 年の四侯会議から大政奉還段階までの間の史料と推定さ

れる。「討幕」という激論は書生論であると述べており、「討幕派」中岡慎太郎像も一貫した捉え方とは言えな
い。 
 薩長両藩で合意されたことは、6 月 16 日に島津久光から決意を伝えられた山県有朋・品川弥二郎の復命書か
ら伺える 。

（24）
 

 
 隅州公より、今般土越宇申談、一同上京、皇国の御為め尽力を尽し候へども、建言の旨趣 
御採用も無之、幕府反正の目途とても無之事に付、今一際尽力の覚悟罷在候、（中略）小 
松曰く、今日主人よりも御話し仕候通り、幕府の譎詐奸謀尋常の尽力にては、迚も挽回の 
期有之間敷、就ては長薩連合同心戮力致し、大義を天下に鳴し度き敝藩一定の見込、御熟 
談可仕候間、無腹臓御気付の事件、御指揮被成下度、（中略）去ながら戦略謀計等は予め 
不可期候へども、一定御見込の御廟算は如何相立居候哉と尋問候処、先づ朝廷御守衛を専 
一に致し天敕を奉請し、幕府年来の罪逆を正し、いづれ朝廷の御基本相立て度 

 
 「幕府反正の目途とても無之事」とし、「今一際尽力の覚悟」を薩摩藩は長州藩へ伝えた 
が、「先づ朝廷御守衛を専一に致し天敕を奉請し、幕府年来の罪逆を正し」て、「いづれ朝廷の御基本相立て度」
という方針のみが合意され、長州藩側が「戦略謀計等は予め不可期候へども」と述べているように、具体的な
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之も「討幕派」として定義されている人物と言える。果たして、「討幕派」とされた人物たちは「討幕」をどの
程度主張しているのだろうか。 
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（19）
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（20）
それ以上のことは不明である。 
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（22）
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（24）
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戦略自体が詰められていない。大久保利通が鹿児島へ出兵要請を行なったことは確かだが 、
（25）

その兵力をどの
ように使用するのかということは長州藩とも共有されていない。 
 慶応 3年 6月以降、中央政局において土佐藩が大政奉還の実現を目指して政治行動を開始している。そこで、
土佐藩は薩摩藩が「討幕」を目指しているという認識で政治交渉を行なう。6 月 18 日の土佐藩の寺村左膳の手
記では、「後藤氏随従ノ者、此頃薩ノ形勢ヲ探リテ其実ヲ得タリト、其略ニ曰、薩過日使節ヲ長州ニ馳テ約ヲ結
ヒ内外挟ンテ近日二条城ヲ襲フヘシト議既ニ決セリ」とあり、薩長両藩が挙兵計画を立てていると見る 。

（26）
ま

た、「薩土盟約」を結ぶ過程で土佐藩側の後藤象二郎・寺村らは薩摩藩側に次のように説いたという 。
（27）

 
 
貴藩（薩摩藩※筆者註）長ニ約シ、兵ヲ挙テ幕ヲ討ツト、其意既ニ察ス、幕ノ失体不 
可許、尊王ノ道不被行ト、聊其理ヲ得ルト雖ドモ末其時ヲ不得、今ノ時ニ当テハ真ノ 
叡慮ヨリ不出ンハ私闘ノ責不遁ナリ、幕府ハ不可恐、万世ノ公論不恐ンハ不可有、且 
夷狄ノ大患眼前ニアリ、実ニ危急存亡ノ秋也 

 
 この時点で土佐藩側は薩摩藩が「兵ヲ挙テ幕ヲ討ツ」意思があると捉え、幕府の失体もあるが、叡慮が出な
ければ私闘になってしまうことを指摘して交渉を行なっている。ただし、前述した通り、慶応元年 9 月時点で
薩摩藩側も「討幕」は「私論」であるという政治状況を認識していた 。

（28）
6 月 22 日に王政復古・大政奉還の実

現に向けた政治方針を共有し、土佐藩の出兵も約束された「薩土盟約」が成立したが、挙兵を志向する当事者
である薩摩藩側と出来れば挙兵を行ないたくない、もしくは挙兵論を有しない他者である土佐藩などの認識は
相違している。 
 7 月 1 日に後藤が伊達宗城に伝えたことは、「薩之西郷ハ目下戦候意気有之」ということであり、「会桑ニ而
殊之外気ヲ付居、若サツ之三人小大西へ召捕候策トモ施候ハゝ直ニヤブレ可申」と、もし会津藩・桑名藩が小
松・大久保・西郷を捕縛すれば変動が起きるだろうと注意を促す内容であった 。

（29）
さらに、3 日に後藤は永井尚

志と会談を行なっており、そこで永井から「虚説ニハ可有之候得共、討幕之話モ有之」と指摘され、その時の
後藤は否定したが 、

（30）
他にも坂本龍馬が長府藩の三吉慎蔵に宛てた書簡にて、「薩此頃大島吉之助等決心、幕と一戦

相心得候得ども、土佐後藤庄次郎が今一度上京をまち居申候。先頃私、後藤庄次郎上京して西郷小松と大ニ約
し候事有之候故ナリ。（中略）思ふニ一朝、幕と戦争致し候時ハ、御本藩御藩薩州土佐の軍艦をあつめ一組と致
し、海上の戦仕候ハずバ、幕府とハとても対戦ハ出来申すまじく 」

（31）
と述べるなど、薩摩藩（特に西郷隆盛）に

よる「討幕」が様々な人物によって取沙汰されている。しかし、これらは全て挙兵計画に参画していない「他
者」による見方や捉え方であることを踏まえる必要がある。坂本が三吉に対して薩摩藩は「幕と一戦相心得候」
と知らせる書簡を記した 8 月 14 日に、京都では薩摩藩側から長州藩側へ「於弊藩討幕ハ不仕」とし、挙兵し
た後に時宜によって「討将軍之倫（綸）旨」を同志の公家たちに準備してもらうかもしれないと明言するに至
るからである 。

（32）
 

 
 
Ⅱ 「討幕」の具体的内容 
 
 本章では、薩長両藩の軍事構想から「討幕」の具体的内容を明らかにする。 
 『国史大辞典』では、〔武力行使を含む非常手段によって江戸幕府を廃止しかつ徳川家を国政の中枢から排除
すること〕と定義され、明治元年（1868）4 月 11 日の江戸城明け渡しによって「討幕」は完成したとする 。

（33）

その他の先行研究でも「討幕」はこのように理解されているが、内容自体の検討が十分になされてきたとは言
い難い。青山忠正氏が指摘するように、「倒幕」「討幕」の具体的内容が把握できないのは、そもそも「幕府」
がどのような政治権力を指しているのか具体的に明らかにされていないからである 。

（34）
概念の問題には同時代

人の認識と立場が詰まっている。まずは、幕末の「幕府」認識について、史料の読み方を通して考察を試みる
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5 
 

。
（35）

 
 幕末の史料には、確かに「幕府」という当時の徳川政権を意味する語が使用されている。例えば、慶応 3 年
（1867）10 月 2 日の大久保利通書簡では「於国元評議之形行ハ当分之形体ニ而、幕府ニおひても益用心堅固ニ
いたし、中々意表ニ出ルト申儀も難調」と記されている 。

（36）
一方で、「御発動之日ニいたり候得者、於幕究而干

戈を以テ動候義ハ万々無御座」と「幕」と表記されている場合もある 。
（37）

これ以外にも具体例は多くあるが、ひ
とまず「幕府」と「幕」という二つの示し方が存在している。12 月 9 日における王政復古政変で「幕府」廃絶
が宣言されたが 、

（38）
それ以降も「幕」という表記が使用され、12 月 22 日の長州藩の会議では徳川慶喜が辞官納

地を行わない場合は勅命によって「討幕之令」を希望する方針が決定される 。
（39）

また、土方久元の「回天実記」
12 月 15 日条では、小御所会議に関して「主上モ臨御被遊中々ノ御議論有之候由岩倉卿ヲ初薩芸ハ専ラ討幕ヲ
主張シ土越其他ハ朝幕一和説ヲ唱ヒ互ニ確執一時ハ余程之激論ニ渉リ候得共終ニハ岩倉殿之議ニ一決シ堂上ニ
テモ夫々貶黜赦免等之御改革アリ」と記す 。

（40）
この内容は伝聞情報であるので、内容が正確だとは言えないが、

「討幕」という表現が記されていることが確認できる。「幕府」廃絶が宣言されたにも拘わらず、「幕」という
表記がされ、「討幕」を論じている政治状況がみてとれる。先行研究では、「幕府」と「幕」は同義語として読
み解かれ、その違いはあまり意識されていないように思われるため、一体どういうことなのか、本稿における
見解を二点示す。 
 一点目は、「幕」という一文字表記そのものは徳川宗家を表している。これは至極当然だが、あくまでも大名
家としての認識が前提にある。同時代史料では、「薩」（薩摩島津家）・「長」（長州毛利家）・「越」（越前松平家）・
「土」（土佐山内家）・「会」（会津松平家）などと各大名家を一文字にて表記することが多い。結局は、「幕」も
大名家としての徳川宗家を表している。「幕」と「幕府」という表記の関係性は、例えば「長」と「長（州）藩」
や「薩」と「薩（州・摩）藩」などのように、「大名家」と「朝廷機構」「朝廷の藩屏」という認識の相違で表
されるものである。つまり、王政復古政変で「摂関幕府等廃絶」が宣言されても、大名家討伐として「討幕」
は有効な政治表現であった。 
 二点目は、「幕府」は正当政府としての徳川宗家を表している。正当化の根拠には天皇の勅が必要とされた。
「幕府」呼称について、青山忠正氏は安政期以降に否定的なニュアンスを込めて呼ばれるようになったことを
指摘する 。

（41）
通商条約と将軍継嗣をめぐって天皇を頂点とする「朝廷」と対立し、安政の大獄で人々を弾圧した

徳川政権は一体化した公権力である「公儀」とは見なされなくなっていき、「幕府」呼称が浸透していったと考
えられる 。

（42）
井伊直弼暗殺後も「公武合体」と「攘夷」方針をめぐる熾烈な葛藤が勃発したが、文久 3 年（1863）

8 月 18 日の政変以降は、孝明天皇が政体については王政復古ではなく、「関東」へ委任すること、征夷大将軍
に庶政委任を行なう意思を示し 、

（43）
「妄ニ討幕ノ師ヲ興サントシ」た「狂暴ノ輩、必罰セズンバアル可ラズ」と

して、「幕府」への委任を確認するに至る 。
（44）

重要事項は天皇が「幕府」認定と「討幕」否定を行ったことであ
る。つまり、天皇によって「幕府」として徳川政権は正当化がなされているのである。 
「討幕」の具体的内容は拙稿「「討将軍」と「討幕」―上方政変と関東進撃― 」

（45）
でも詳細に検討したが、こ

の部分を省くと論考の内容に空白が生じてしまうので改めて繰り返す。 
 分析対象とするのは、「柏村日記」である。「柏村日記」とは、長州藩士柏村信（数馬）の日記であり、嘉永
2 年（1849）から明治 28 年（1895）まで残されているものである。原本の所蔵先は山口県文書館（請求番号：
71 藩臣日記 5）で、史料点数は 108 点を数える（日記原本は 39 点）。慶応 3 年分の日記原本の請求番号は 108-
16 であり、これは『山口県史 史料編 幕末維新 4』にて翻刻・掲載されている。 
「柏村日記」の内容を分析の中心に置く意義、取り上げる理由について説明しておく。「柏村日記」には薩摩

藩の軍事構想や長州藩内の御前会議で決定した方針などが記されている。 
史料の重要性としては、挙兵計画に否定的な土佐藩や越前藩などの史料ではなく、薩摩藩と協調していくこ

とになる長州藩が薩摩藩の想定内容を明記した史料であるため、薩摩藩側の率直な認識と想定が伝わるもので
ある。また、薩長間の相互理解のためにも薩摩藩側の主張の正確な記述が行われたうえで長州藩側に伝えられ
ていると考えられる。多くの先行研究でも取り上げられる史料であるが、その内容を細かく分析した研究は皆
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。
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「討幕」という表現が記されていることが確認できる。「幕府」廃絶が宣言されたにも拘わらず、「幕」という
表記がされ、「討幕」を論じている政治状況がみてとれる。先行研究では、「幕府」と「幕」は同義語として読
み解かれ、その違いはあまり意識されていないように思われるため、一体どういうことなのか、本稿における
見解を二点示す。 
 一点目は、「幕」という一文字表記そのものは徳川宗家を表している。これは至極当然だが、あくまでも大名
家としての認識が前提にある。同時代史料では、「薩」（薩摩島津家）・「長」（長州毛利家）・「越」（越前松平家）・
「土」（土佐山内家）・「会」（会津松平家）などと各大名家を一文字にて表記することが多い。結局は、「幕」も
大名家としての徳川宗家を表している。「幕」と「幕府」という表記の関係性は、例えば「長」と「長（州）藩」
や「薩」と「薩（州・摩）藩」などのように、「大名家」と「朝廷機構」「朝廷の藩屏」という認識の相違で表
されるものである。つまり、王政復古政変で「摂関幕府等廃絶」が宣言されても、大名家討伐として「討幕」
は有効な政治表現であった。 
 二点目は、「幕府」は正当政府としての徳川宗家を表している。正当化の根拠には天皇の勅が必要とされた。
「幕府」呼称について、青山忠正氏は安政期以降に否定的なニュアンスを込めて呼ばれるようになったことを
指摘する 。

（41）
通商条約と将軍継嗣をめぐって天皇を頂点とする「朝廷」と対立し、安政の大獄で人々を弾圧した

徳川政権は一体化した公権力である「公儀」とは見なされなくなっていき、「幕府」呼称が浸透していったと考
えられる 。

（42）
井伊直弼暗殺後も「公武合体」と「攘夷」方針をめぐる熾烈な葛藤が勃発したが、文久 3 年（1863）

8 月 18 日の政変以降は、孝明天皇が政体については王政復古ではなく、「関東」へ委任すること、征夷大将軍
に庶政委任を行なう意思を示し 、

（43）
「妄ニ討幕ノ師ヲ興サントシ」た「狂暴ノ輩、必罰セズンバアル可ラズ」と

して、「幕府」への委任を確認するに至る 。
（44）

重要事項は天皇が「幕府」認定と「討幕」否定を行ったことであ
る。つまり、天皇によって「幕府」として徳川政権は正当化がなされているのである。 
「討幕」の具体的内容は拙稿「「討将軍」と「討幕」―上方政変と関東進撃― 」

（45）
でも詳細に検討したが、こ

の部分を省くと論考の内容に空白が生じてしまうので改めて繰り返す。 
 分析対象とするのは、「柏村日記」である。「柏村日記」とは、長州藩士柏村信（数馬）の日記であり、嘉永
2 年（1849）から明治 28 年（1895）まで残されているものである。原本の所蔵先は山口県文書館（請求番号：
71 藩臣日記 5）で、史料点数は 108 点を数える（日記原本は 39 点）。慶応 3 年分の日記原本の請求番号は 108-
16 であり、これは『山口県史 史料編 幕末維新 4』にて翻刻・掲載されている。 
「柏村日記」の内容を分析の中心に置く意義、取り上げる理由について説明しておく。「柏村日記」には薩摩

藩の軍事構想や長州藩内の御前会議で決定した方針などが記されている。 
史料の重要性としては、挙兵計画に否定的な土佐藩や越前藩などの史料ではなく、薩摩藩と協調していくこ

とになる長州藩が薩摩藩の想定内容を明記した史料であるため、薩摩藩側の率直な認識と想定が伝わるもので
ある。また、薩長間の相互理解のためにも薩摩藩側の主張の正確な記述が行われたうえで長州藩側に伝えられ
ていると考えられる。多くの先行研究でも取り上げられる史料であるが、その内容を細かく分析した研究は皆
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無であった 。
（46）

本章では、慶応 3 年 8 月 14 日の薩長会談と 12 月 22 日の長州藩三田尻御前会議についての「柏
村日記」における記述を比較検討することで、「討幕」の真の意味を明らかにしたい。 
 慶応 3 年 8 月 14 日、京都にて薩摩藩（小松帯刀・西郷隆盛・大久保利通）は長州藩（御堀耕助・柏村数馬）
へ現時点で想定している軍事構想を伝えている 。

（47）
 

まず、慶応 3 年 8 月時点における御堀耕助・柏村数馬の長州藩内での役職・立場であるが、御堀は用所役（財
務に関する役職）であり、他に木戸孝允・広沢真臣・前原一誠なども同職であることを踏まえると、長州藩内
においての重役の一人であると言える。柏村は直目付（藩政の監察に関する役職）であり、藩主父子の側近く
に仕える役職であることから、「柏村日記」においては薩摩藩の言説などを細心の注意を払って記録したと考え
られる 。

（48）
 

 御堀耕助・柏村数馬が京都へ派遣される経緯であるが、6 月に薩摩藩の島津久光から長州藩の山県有朋・品
川弥二郎へ武力行使の決意が伝えられた際に、西郷隆盛の山口派遣が約束された。しかし、薩土盟約締結後、
薩摩藩は土佐藩の出兵を希望し、出兵の許可を得るために高知へ戻った後藤象二郎の帰京を待つために西郷は
京都に留まる。これによって西郷の山口派遣が延期される事態となり、長州藩としては状況把握や薩摩藩の意
向を聞くために御堀・柏村を京都へ派遣することになった 。

（49）
 

 8 月 14 日の薩長会談の分析に移る 。
（50）

薩摩藩側（西郷隆盛）は、「此上ハ兵力を以御行詰被成候外各別御手段
も不被為在様、於拙者も相考居候」と兵力によって事態を動かす考えであることを伝える。そのうえで、次の
①～⑧の薩摩藩の具体的構想に対して、長州藩側は「逐一承知仕候」とする。 
①薩摩藩邸の兵員千名のうち三分の一を御所の守衛にする。 
②同志の堂上公家が残らず参内する。 
③兵員の三分の一で会津藩邸を急襲する。 
④兵員の三分の一で堀川あたりの幕兵屯所を焼き払う（堀川あたりは、二条城・若州屋敷（徳川慶喜居所）・京
都所司代邸などの幕府拠点が多い地域にあたる）。 
⑤鹿児島に申し遣わして三千名を上方に派兵させて大坂城・軍艦を破る。 
⑥江戸では千人ほどおり、水戸浪士等の同志と共に甲府城に立て籠り、幕府が旗本を京都へ派兵することを妨
げる。 
⑦時期を定めて江戸・京都・大坂の三都で挙兵するつもりである。 
⑧勝敗や運はどのようになるかわからないが、薩摩が斃れた時は跡を継ぐ藩もあるだろうと、それを見越して
挙兵するつもりである。 
さらに、長州藩側は戦乱中の「新帝御火除」の場所を尋ね、薩摩藩側は「男山」と考えているが現段階では

確実なことは言えないとする。長州藩側の「右事変ニ立至り候時ハ、邸外悉く敵ト御引受被成候ハ勿論之事ニ
候処、九門其外御固人数等ハ多分ニ可有之、前件御手配ニて十分御守衛相調候御積りニ候哉、御見込相伺度候」
という問いに対しては、薩摩藩側は「九門御固諸藩いつれも番人のミニて、各別守衛人数多分差出置候一藩も
無之ニ付、此等ハ左程掛念ニも無御座候、只敵するものハ会藩ニ付、是を程克突破さへいたし候へハ宜敷ト存
居候」とし、薩摩藩は少人数のため禁裏守衛は九門のうち六門を固める覚悟であることも明らかにしている。
薩摩藩側は「素より少人数ニ付不意ニ起り不申てハ仕損し候間、急挙を専一ニして予メ策を立候訳ニ御座候、
夫故於弊藩も極密議ニして君侯以下両三輩之外預り聞候ものハ無之、同志之堂上方へも当日ニ至り御内通仕含
ニ御座候、仕遂ケ候程ハ無覚束候得共、打破る丈ケ之事ハ且々も出来不申歟ト存居候」と言い、「於弊藩討幕ハ
不仕」として挙兵の後に状況によって「討将軍之倫旨」を発出させる考えがあることを示し、同志の堂上方の
「粗御内意」を探索していることも伝えている。薩摩藩側は、この計画が今日まで延期されているのは、土佐
藩・後藤象二郎の帰京を待っているためであり、土佐藩が協力してくれないならば、すぐに時期を定めて薩摩
藩だけでも挙兵するつもりであるという。 
 このように、薩摩藩の軍事構想は、①・②が後の王政復古政変を意味し、③・④・⑤は上方を基盤とする徳
川慶喜政権の打倒（「討将軍」）であり、⑥は関東からの幕府軍を阻止する甲府籠城作戦を示している。薩摩藩
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による「於弊藩討幕ハ不仕」発言の意味としては、畿内の制圧を想定しているが、関東の制圧は想定されてい
ないので、「討幕ハ不仕」としたと考えられる。⑧で示されている通り、どのように推移するかは全く不透明で
ある認識での挙兵構想であることを踏まえる必要がある。つまり、薩摩藩一藩だけでも挙兵する覚悟であるが、
関東制圧（討幕）までは無理であるということだと考えられる。よって、この時点での「討幕派」の成立や「討
幕」の志向といった従来の歴史像は正確とは言えない。 
 慶応 3 年 12 月 22 日、三田尻にて長州藩御前会議が開かれる 。

（51）
前日に京都から国貞直人が到着し、新政府

が辞官納地問題で紛糾している情報が伝えられたためである 。
（52）

三田尻御前会議の参加者は、藩主父子（毛利
敬親・元徳）・毛利筑前・柏村数馬・御堀耕助・広沢真臣・大村益次郎であり、木戸孝允は三条実美ら五卿を迎
えるための太宰府出張のため欠席であった 。

（53）
 

国貞直人が伝えた京都情報を踏まえて会議は進行し、徳川慶喜らが大坂城へ入ったこと、慶喜の新政府参画
を求める意見を薩摩や岩倉具視が押しとどめていること、こうした状況下では「朝権」の維持や「皇基」を立
てることが難しいだろうという京都情勢に対して、希望する政治構想や今後の指針の内容が想定された。以下
の 10 項目である。 
①徳川慶喜・会津藩・桑名藩・大垣藩などへ謹慎を命じてほしい。 
②徳川慶喜を諸侯の一員とし、相当の領地返上を命じる勅命を出したうえで、従わないときは討幕命令を速や
かに命じてほしい。 
③以上（①・②）のような状況になる前に西ノ宮まで関西諸藩へ出兵を命じてほしい。 
④徳川家が京都まで進撃してくればなるべく防戦し、防げなければ天皇の動座を行い、薩長両藩は天皇の守護
を第一とし、他藩は賊軍攻撃を専務とするように指揮してほしい。 
⑤天皇の動座があれば、山陽方面からの援軍だけでなく、山陰地方を攻撃している兵力も次第に京都へ進入さ
せる。 
⑥藩主父子・支藩主の上京は、困難が続き、領内の鎮静も行き届かないうちは出発できないため、清末藩主を
名代として上京させ、毛利元功（平六郎）と交代させる。 
⑦吉川経幹（監物）の名代は守衛の人数を残し、本藩の人数へ加え、本使・副使は帰国し、吉川経健（芳之助）
を補佐する方が適当であろうと、このことを京都で取り計らうように広沢真臣へ命じた。 
⑧慶喜の領地返上のことは、政権返上したからには朝廷に土地・兵力がなくては万世にわたる朝権の維持はで
きないという大義で責めたてるが、黜罰で領地削減を命じることは適当ではない。 
⑨前件（⑧）に準じて、幕長戦争で暫く保つことになった豊前・石見の土地も、一応朝廷へ差し出すことが正
大の処置だという筋であれば、書面で命じられるはずである。 
⑩取り敢えずは勅諚を請けるために宍戸備前を派遣することになるはずである。 
 
 長州藩三田尻御前会議を初めて紹介したのは三宅紹宣氏であり、同氏はこの会議によって長州藩が「討幕」
という目標の貫徹を目指していると評価する 。

（54）
しかし、後述するように長州藩で「討幕」方針が想定されたの

はこの時点が初めてであり、「討幕」という目標の貫徹を目指していたわけではない。 
 特に注目したいのは、②・③・④・⑧である。②では、初めて長州藩側で「討幕」の勅命が想定された。そ
して、③・④では、勅命による関西諸藩の軍事動員が初めて想定されている。②・⑧のように、徳川慶喜を諸
侯の一員とすること、相当の領地返上を命じるべきだという観点からは、徳川宗家と他大名家の対等化の促進
が目指された。また、新政府の直轄地・軍事力の充実という点でも必要であり、辞官納地の勅命に慶喜が従わ
なければ「討幕」へ進むことを想定した。 
 「柏村日記」における 8 月 14 日の薩長会談、そして 12 月 22 日の長州藩三田尻御前会議の記述を比較する
ことで「討幕」の具体的内容を指摘しておく。8 月 14 日会談では、薩摩藩は畿内制圧の計画を明らかにするが、
一藩だけでは「討幕」までは出来ないことを明言している。12 月 22 日会議では、徳川慶喜の辞官納地問題が
新政府内で紛糾したことで、勅命による関西諸藩の軍事動員での「討幕」を想定している。「柏村日記」の記述
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による「於弊藩討幕ハ不仕」発言の意味としては、畿内の制圧を想定しているが、関東の制圧は想定されてい
ないので、「討幕ハ不仕」としたと考えられる。⑧で示されている通り、どのように推移するかは全く不透明で
ある認識での挙兵構想であることを踏まえる必要がある。つまり、薩摩藩一藩だけでも挙兵する覚悟であるが、
関東制圧（討幕）までは無理であるということだと考えられる。よって、この時点での「討幕派」の成立や「討
幕」の志向といった従来の歴史像は正確とは言えない。 
 慶応 3 年 12 月 22 日、三田尻にて長州藩御前会議が開かれる 。

（51）
前日に京都から国貞直人が到着し、新政府

が辞官納地問題で紛糾している情報が伝えられたためである 。
（52）

三田尻御前会議の参加者は、藩主父子（毛利
敬親・元徳）・毛利筑前・柏村数馬・御堀耕助・広沢真臣・大村益次郎であり、木戸孝允は三条実美ら五卿を迎
えるための太宰府出張のため欠席であった 。

（53）
 

国貞直人が伝えた京都情報を踏まえて会議は進行し、徳川慶喜らが大坂城へ入ったこと、慶喜の新政府参画
を求める意見を薩摩や岩倉具視が押しとどめていること、こうした状況下では「朝権」の維持や「皇基」を立
てることが難しいだろうという京都情勢に対して、希望する政治構想や今後の指針の内容が想定された。以下
の 10 項目である。 
①徳川慶喜・会津藩・桑名藩・大垣藩などへ謹慎を命じてほしい。 
②徳川慶喜を諸侯の一員とし、相当の領地返上を命じる勅命を出したうえで、従わないときは討幕命令を速や
かに命じてほしい。 
③以上（①・②）のような状況になる前に西ノ宮まで関西諸藩へ出兵を命じてほしい。 
④徳川家が京都まで進撃してくればなるべく防戦し、防げなければ天皇の動座を行い、薩長両藩は天皇の守護
を第一とし、他藩は賊軍攻撃を専務とするように指揮してほしい。 
⑤天皇の動座があれば、山陽方面からの援軍だけでなく、山陰地方を攻撃している兵力も次第に京都へ進入さ
せる。 
⑥藩主父子・支藩主の上京は、困難が続き、領内の鎮静も行き届かないうちは出発できないため、清末藩主を
名代として上京させ、毛利元功（平六郎）と交代させる。 
⑦吉川経幹（監物）の名代は守衛の人数を残し、本藩の人数へ加え、本使・副使は帰国し、吉川経健（芳之助）
を補佐する方が適当であろうと、このことを京都で取り計らうように広沢真臣へ命じた。 
⑧慶喜の領地返上のことは、政権返上したからには朝廷に土地・兵力がなくては万世にわたる朝権の維持はで
きないという大義で責めたてるが、黜罰で領地削減を命じることは適当ではない。 
⑨前件（⑧）に準じて、幕長戦争で暫く保つことになった豊前・石見の土地も、一応朝廷へ差し出すことが正
大の処置だという筋であれば、書面で命じられるはずである。 
⑩取り敢えずは勅諚を請けるために宍戸備前を派遣することになるはずである。 
 
 長州藩三田尻御前会議を初めて紹介したのは三宅紹宣氏であり、同氏はこの会議によって長州藩が「討幕」
という目標の貫徹を目指していると評価する 。

（54）
しかし、後述するように長州藩で「討幕」方針が想定されたの

はこの時点が初めてであり、「討幕」という目標の貫徹を目指していたわけではない。 
 特に注目したいのは、②・③・④・⑧である。②では、初めて長州藩側で「討幕」の勅命が想定された。そ
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新政府内で紛糾したことで、勅命による関西諸藩の軍事動員での「討幕」を想定している。「柏村日記」の記述
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を検討すると、関西方面での幕府軍との戦闘は「討幕」に当たらないことが明らかである。そして、関東が本
拠地である徳川宗家が納地に応じない場合は、関西諸藩の軍事動員によって「討幕」を行なうことを希望する。
よって、「討幕」は勅命によって朝敵として徳川宗家の本拠地である関東を制圧することであると考えられる。 
薩長両藩の政治指導者たちが王政復古政変前に「討幕」を主張した形跡がないのは、あくまでも、畿内制圧

を第一に考え、その後のことは状況次第とし、関東制圧（討幕）までは見通せていなかったからだと考えられ
る。 
 
Ⅲ 慶応 3 年後半期の薩長軍事構想 
 
 Ⅱでは「討幕」は＜勅命による関東制圧＞であることを再確認した。 
 本章では、薩長両藩が武力行使を視野に入れた政治行動を開始した慶応３年後半期における薩長軍事構想と
政治過程の再検討を行ないたい。薩摩藩と長州藩の間で、如何なる軍事構想が行われていたのか、制圧範囲や
軍事動員範囲に注目して、その実態解明を目指したい。 
 前述した 8 月 14 日の京都における薩長会 談

（55）
では、薩摩藩側は土佐藩の出兵に期待しながらも単独挙兵の覚

悟を示したことが特筆される。その内容は王政復古政変、「討将軍」と表現した京都・大坂の軍事制圧、そして
甲府籠城作戦による幕府軍の上方進軍阻止である。つまり、この時点では、幕府の本拠地である関東の軍事制
圧の構想はされていない。 

9 月 18 日には、山口にて薩長会談が行われ 、
（56）

薩長上方出兵が決定され、「華城攻撃之儀者、京都に於て一挙
相済候時刻を計り少し後れて攻入候都合可然歟」とあるように薩長両藩による京坂制圧方針も話し合われてい
る 。

（57）
8 月 14 日時点での薩摩藩単独挙兵構想から長州藩が出兵・挙兵に加わることが長州藩主父子も交えて正

式に決定された画期的な出来事である。20 日には、山口において長芸会談が行われ 、
（58）

薩長出兵に芸州藩が参
加することが決まるが、芸州藩の方針は確固としたものではなかった。しかし、このことは薩長軍事構想が特
に軍事動員について徐々に拡大していることを示している。この軍事動員範囲の構想拡大や制圧範囲は、やが
て中国地方全体へと広がっていく。27 日、三田尻にて木戸孝允・御堀耕助と諸隊参謀の会議が行われ、ここで
「備芸以西大合従」構想が出てくる。「華城一挙若不相調候節者、備芸以西大合従、随而作州但州雲州隠岐領略
兵力を以て大攻撃之策者如何」と、万が一にも大坂城攻撃（大坂制圧）が不振であったら、「備芸以西大合従」
によって中国地方制圧までも視野に入れることが話題となっている 。

（59）
 

このように、9 月時点では、薩摩藩単独挙兵構想に長州藩・芸州藩が加わり、大坂制圧が不振であった場合
は「備芸以西大合従」によって中国地方制圧を行なうという軍事構想がなされていた。 
一方で、関東については、9 月 29 日の「田尻務・蓑田伝兵衛宛て西郷隆盛書簡」から在京していた西郷が如

何なる見方をしていたのかが垣間見える 。
（60）

 
 
関東の形勢も、近日土藩諸生両人着京の由にて承候処、一挙の人数も追々夥敷相成、五千 
と申事、旗本の士多分相組し候由に御座候、関東は益人気相離無致方次第に成行候由御座 
候、義挙の人数は迚も猶予は出来兼、不日一発いたし候向と被相聞申候 

 
西郷は、関東の状況として「土藩諸生両人」が京都に到着したらしいので承ったところ（又聞きか）、挙兵の人
数が 5000 人に膨れ上がり、幕府旗本の多くも参加しているらしいということを鹿児島へ伝えている。正確な
情報であるのかは不明だが、8 月 14 日の薩摩藩単独の軍事構想と 9 月 18 日の薩長会談では、関東制圧は共有
されていないことを踏まえる必要がある。この西郷書簡の「一挙」も関東制圧を目指したものではなく、あく
までも幕府軍の上方派兵を阻止する目的であったと見る必要がある。ただし、西郷が関東における攪乱や挙兵
に大きな関心を示していることは確かであり、関東制圧構想までは有していないが、西日本における軍事行動
をなるべく円滑にする意味では関東が混乱状況にあることは薩長両藩にとって有利に働く可能性があった。関
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東攪乱工作が薩摩藩邸焼き討ち事件を誘発し、鳥羽・伏見戦争へつながったことを想起すると、薩摩藩の軍事
構想は徳川政権の崩壊に大きく作用した。 
 10 月初旬、薩摩藩船の未着によって薩長芸出兵の遅延が発生した（失機改図）。これによって、8 月 14 日に
おける薩摩藩の軍事構想の一つであった「討将軍之倫（綸）旨」が準備されることになる。当初の予定では挙
兵後に用意する予定であったが、確実に出兵・挙兵を遂行するために前倒しして準備された 。

（61）
それが、これま

で「討幕の密勅」と称されてきた史料にあたる。 
 「討将軍之綸旨」については、これまでの拙 稿

（62）
でも言及してきたが、改めて基礎情報を提示して制圧範囲・

軍事動員範囲を考察してみたい。文面は次の通りである 。
（63）

 
 
詔源慶喜藉累世之威、恃闔族之強妄賊害忠良、数棄絶王命、遂矯 
先帝之詔而不懼、擠万民於溝壑而不顧、罪悪所至、神州将傾覆焉、 朕今為民之父母、是  
賊而不討何以、上謝 
先帝之霊、下報万民之深讐哉、此 朕之憂憤所在、諒闇而不顧者万不可已也、汝宜体 
朕之心、殄戮賊臣慶喜、以速奏回天之偉勲、而措生霊于山嶽之安、此 朕之願無敢或懈 

 
これと合わせて、「会津藩・桑名藩誅伐の沙汰書」も同時期に薩長両藩へ渡されている。具体的な打倒対象と

しては、慶応 2 年における「薩長同盟」形成以来の敵対対象である「一会桑」である。また、「会津藩・桑名藩
誅伐の沙汰書」については、それぞれが京都守護職・京都所司代という京都を管轄する役職であることを考え
ると京都制圧構想の範疇と言える。軍事動員の範囲については、実際に「密勅」「沙汰書」が渡されたのは薩長
両藩のみだったことを考えると、畿内制圧構想の段階では、あくまでも薩長両藩の軍事力が核であったと言え
るだろう。このように、これまでは「討幕の密勅」と称されてきた史料は、内容を検討しても関東制圧までを
指しているわけではなく、京都守護職（会津藩）・京都所司代（桑名藩）討伐の指令と合わせて考えても畿内制
圧の段階までしか読み取れない。実態は「討幕の密勅」というよりも、畿内制圧を目指した「討将軍（将軍徳
川慶喜討伐）の沙汰書・密勅」と称した方が的確だと言える 。

（64）
 

また、薩長双方に渡った二点の密勅には相違点があり、ここから密勅作成に関わった公家の認識も垣間見え
る 。

（65）
相違点の一つは、作成及び渡された日付であり、薩摩藩のものは 10 月 13 日であり、長州藩のものは 14

日であった。長州藩へは朝敵認定を取り消す官位復旧の沙汰書（これも偽勅の可能性が大きい）が 13 日に渡さ
れたために、順序的に薩摩藩より 1 日遅れとなったと考えられる。相違点の二つは、薩摩藩のものは「詔書」
（鹿児島県歴史資料センター黎明館寄託）、長州藩のものは「幕府追討密勅」（毛利博物館所蔵）と表題に記さ
れていることである。相違点の三つは、筆跡の違いであり、「詔書」は正親町三条実愛が執筆し、「幕府追討密
勅」は中御門経之が執筆したという 。

（66）
中山忠能・正親町三条実愛は史料上において「討幕」の主張は皆無であ

るが、中御門経之は前述のように慶応 3 年 5 月段階で「討幕」の主張を行なっている 。
（67）

密勅作成に関わった
中山忠能・正親町三条実愛・中御門経之の間でも「討幕」を含めて認識が異なり、その相違が史料に表れてい
ると考えられる。薩長出兵（または薩長芸出兵）は京都・大坂の範囲内でしか想定・合意もされていないこと
から、「討幕」認識に関しては、中御門経之が執筆したと言われる「幕府追討密勅」という表記や認識の相違な
どが結果論と合致して後世へ誤解と混乱を与えたと考えられる 。

（68）
 

10 月 14 日、将軍徳川慶喜が大政奉還を表明したことによって薩長軍事構想から「討将軍」という重要事項
の見直しを迫られることになる（８月１４日薩長会談③・④・⑤の見合わせ）。ただし、状況が一変しても薩長
両藩においては軍事力の用意は怠っているわけではない。 
 11 月 7 日、芸州藩との打ち合わせを終えた木戸孝允が山口に帰着した。長州藩と芸州藩の打ち合わせ内容は
以下の通りである 。

（69）
 

 
一上国之形勢万一も艱難之節者、天下忽両端と相成可申、恐多も一旦 至尊雲霧も被為済 
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おける薩摩藩の軍事構想の一つであった「討将軍之倫（綸）旨」が準備されることになる。当初の予定では挙
兵後に用意する予定であったが、確実に出兵・挙兵を遂行するために前倒しして準備された 。
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 「討将軍之綸旨」については、これまでの拙 稿
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でも言及してきたが、改めて基礎情報を提示して制圧範囲・

軍事動員範囲を考察してみたい。文面は次の通りである 。
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先帝之詔而不懼、擠万民於溝壑而不顧、罪悪所至、神州将傾覆焉、 朕今為民之父母、是  
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先帝之霊、下報万民之深讐哉、此 朕之憂憤所在、諒闇而不顧者万不可已也、汝宜体 
朕之心、殄戮賊臣慶喜、以速奏回天之偉勲、而措生霊于山嶽之安、此 朕之願無敢或懈 

 
これと合わせて、「会津藩・桑名藩誅伐の沙汰書」も同時期に薩長両藩へ渡されている。具体的な打倒対象と

しては、慶応 2 年における「薩長同盟」形成以来の敵対対象である「一会桑」である。また、「会津藩・桑名藩
誅伐の沙汰書」については、それぞれが京都守護職・京都所司代という京都を管轄する役職であることを考え
ると京都制圧構想の範疇と言える。軍事動員の範囲については、実際に「密勅」「沙汰書」が渡されたのは薩長
両藩のみだったことを考えると、畿内制圧構想の段階では、あくまでも薩長両藩の軍事力が核であったと言え
るだろう。このように、これまでは「討幕の密勅」と称されてきた史料は、内容を検討しても関東制圧までを
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川慶喜討伐）の沙汰書・密勅」と称した方が的確だと言える 。
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また、薩長双方に渡った二点の密勅には相違点があり、ここから密勅作成に関わった公家の認識も垣間見え
る 。

（65）
相違点の一つは、作成及び渡された日付であり、薩摩藩のものは 10 月 13 日であり、長州藩のものは 14

日であった。長州藩へは朝敵認定を取り消す官位復旧の沙汰書（これも偽勅の可能性が大きい）が 13 日に渡さ
れたために、順序的に薩摩藩より 1 日遅れとなったと考えられる。相違点の二つは、薩摩藩のものは「詔書」
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勅」は中御門経之が執筆したという 。

（66）
中山忠能・正親町三条実愛は史料上において「討幕」の主張は皆無であ

るが、中御門経之は前述のように慶応 3 年 5 月段階で「討幕」の主張を行なっている 。
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密勅作成に関わった
中山忠能・正親町三条実愛・中御門経之の間でも「討幕」を含めて認識が異なり、その相違が史料に表れてい
ると考えられる。薩長出兵（または薩長芸出兵）は京都・大坂の範囲内でしか想定・合意もされていないこと
から、「討幕」認識に関しては、中御門経之が執筆したと言われる「幕府追討密勅」という表記や認識の相違な
どが結果論と合致して後世へ誤解と混乱を与えたと考えられる 。

（68）
 

10 月 14 日、将軍徳川慶喜が大政奉還を表明したことによって薩長軍事構想から「討将軍」という重要事項
の見直しを迫られることになる（８月１４日薩長会談③・④・⑤の見合わせ）。ただし、状況が一変しても薩長
両藩においては軍事力の用意は怠っているわけではない。 
 11 月 7 日、芸州藩との打ち合わせを終えた木戸孝允が山口に帰着した。長州藩と芸州藩の打ち合わせ内容は
以下の通りである 。
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一上国之形勢万一も艱難之節者、天下忽両端と相成可申、恐多も一旦 至尊雲霧も被為済 

10 
 

候とも御同心戮力雲霧を揚尽し、 
至尊を奉迎、 
朝廷御回復を目的と仕候儀と奉存候事 
一上国之形勢ニより備後備中之諸藩又者雲州等大戦（大義カ※筆者註）を以て御同様ニ 
説諭し、違反之節者、兵馬之覚悟御同前と奉存候事 

 
「上国」（上方）の状況によって行動方針を決めることが長州藩と芸州藩で定まる。積極的に戦争で各所の制

圧を図るのではなく、大政奉還を踏まえたうえで状況次第で備後・備中・出雲の諸藩を説諭し、聞き入れなけ
れば戦争で屈服させることなどを取り決めている。 
 11 月 18 日、三田尻にて薩摩藩主島津茂久と長州藩世子毛利元徳の会談が行われた。その際の合議書が「慶
応 3 年 11 月 27 日黒田清綱宛て西郷隆盛書簡」に記されているので確認してみたい 。

（70）
 

 
一三藩とも浪華根拠の事 
一根拠守衛薩藩二小隊へ長芸の内相加候事 
一薩侯御一手は京師を専任とす 
一長芸の内一藩、京師を応援す 
一薩侯御着坂廿一日にて、廿三日御入京、廿六日三田尻出浮の兵出帆廿八日西の宮着、薩 
藩より京都の模様報知の上進入の筈 

一〇の義は山崎路より西之宮へ脱詰り芸州までの事 
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  慶喜公之処者、五藩（土芸尾越御国）召之上尾越ニ命せられ、十分反正謝罪之道ヲ御内 
  諭有之（官一等ヲ降領地返上侯列ニ下罪ヲ闕下ニ奉待等将軍職辞表ハ既ニ過日差出相成）、無異議、朝廷御

趣意通断然訴出候得者、始而真ノ反正実行顕るト可申候得者、其上ハ公平寛大之御処置被為在御至当なる
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御発動之日ニいたり候得者於幕究而干戈を以テ動候義ハ万々無御座、今者会而已之事ニ相成候得者少々動
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最も効果的であるという認識を示しながらも、戦争を好んでしてはいけないことは大原則であるとする。さら
に、「謝罪之道相立候上ハ無御顧念御採用可相成事者勿論ニ御座候」と新政府における徳川慶喜の登用も決して
反対するわけではないことを明言している 。

（72）
 

 このように、王政復古政変前の薩長軍事構想では、関東制圧構想までは行き着いていないことがわかる。薩
摩藩単独での挙兵の決意から、薩長両藩による出兵方針の確定、さらには芸州藩の参加と徐々に軍事構想が拡
大していき、中国地方の諸藩を巻き込む構想にまで発展していく。王政復古政変までの薩長軍事構想の核は＜
中国地方諸藩の協力・制圧＞＜天皇奪取＞＜上方・畿内制圧＞＜関東挙兵・攪乱＞の四点と言える。大政奉還
を踏まえて、上方・畿内方面における積極的な開戦方針は取られなくなったが、軍事力の準備・配置を続ける
ことで王政復古政変へ至ることになる。 
 12 月 9 日、王政復古政変は５藩（薩・越・土・芸・尾）による御所封鎖によって実行された。その際に、大
政奉還勅許・「自今摂関幕府等廃絶」・新政府創設が宣言された 。

（73）
そして、前述のように徳川慶喜の辞官納地問

題で新政府内が紛糾したという情報が長州藩へ伝えられたことで三田尻御前会議にて状況次第の「討幕」（関東
制圧）が想定され、勅命によって薩長両藩に止まらない広範囲（関西諸藩）の軍事動員までも想定された 。

（74）
12

月 27 日、上京した広沢真臣が西郷隆盛らと会談し、長州藩の方針（三田尻御前会議の内容）が共有された。
「早朝薩邸へ罷越、西郷吉之助其外へ於御国被仰含之件々申談候処、同意に付追々其運可致段申合置候事」と
あるように、薩長両藩によって状況次第で「討幕」へ動くことも想定・共有されたと見られる 。

（75）
結果的に慶応

4 年 1 月 3 日～4 日における鳥羽・伏見戦争が引き金となって、政治動向は「討幕」（勅命による関東制圧＝朝
敵征伐）へと進むことになる。 
 王政復古政変後の薩長軍事構想としては、新政府内における辞官納地問題の紛糾の情報によって長州藩で初
めて「討幕」（関東制圧）が想定される。そして、上京した広沢真臣によって薩摩藩や同志の公家たちと状況に
応じた「討幕」想定が共有されたと考えられる。鳥羽・伏見戦争の勃発により、流れは「討幕」へと動くが、
長州藩三田尻御前会議で想定したような場面状況ではなかった。 
 薩長軍事構想の性質をまとめておく。 
制圧範囲の構想であるが、王政復古政変前の薩長軍事構想では、中国地方及び上方・畿内制圧構想の段階ま

でを想定しているが、関東制圧（討幕）構想はやはり想定されていない。王政復古政変後では、辞官納地問題
の勅命を徳川慶喜が拒否した場合に「討幕」（関東制圧）へ進むことを想定している。つまり、薩長の政治指導
者が「討幕」を想定したのは、王政復古政変後であったと考えられる。 
軍事動員の構想であるが、これは薩摩藩一藩だけでの挙兵の覚悟・方針（8 月 14 日時点）から諸藩を巻き込

もうとする方針への段階的発展が指摘できる。王政復古政変前の薩長軍事構想では、まず 6 月～8 月にかけて
薩摩藩単独での挙兵が表明され、9 月～10 月には薩長出兵・挙兵や薩長芸出兵協定、さらには中国地方の諸藩
を取り込む（味方にする、または制圧する）構想へと発展していく。ただし、事態は上手く進まず（「失機改図」）、
上方・畿内制圧を企図した「討将軍の沙汰書・密勅」「会津・桑名藩誅伐の沙汰書・密勅」の作為と同時期に将
軍徳川慶喜の大政奉還表明があり、薩長軍事構想から「討将軍」（上方・畿内制圧）と関東攪乱工作は見合わせ
ることになる（ただし、関東攪乱については現地の薩摩藩士や浪士たちの独断での活動は継続して行われてお
り、これが薩摩藩邸焼き討ち事件を誘発させ、鳥羽伏見戦争へとつながる）。12 月には、薩摩藩の当初からの
構想（8 月 14 日薩長会談）であった王政復古政変によって新政府の創設が行われる。王政復古政変後では、辞
官納地問題を徳川慶喜が受け入れなければ、勅命によって関西諸藩の軍事動員を実現させて「討幕」へ進もう
とする想定が長州藩でなされる。この想定は薩摩藩や同志の公家（三条実美や岩倉具視など）にも共有された
と見られるが、状況次第ではどのような展開になるか不透明であることに変わりはなかった。 
 
 
おわりに 
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 本稿のまとめを行なっておく。 
 Ⅰでは、慶応３年８月ごろまでの「討幕」をめぐる様相を明らかにした。孝明天皇による「討幕」不許可や
薩摩藩による「討幕」は「私論」であるという認識を踏まえ、慶応 3 年に入るまでに「討幕」不可の政治状況
となっていた。さらに、「討幕派」と後世では認識されている人物のなかでも、確実に「討幕」論を主張してい
たのは中御門経之のみであり、極めて少数派であった。薩土盟約の締結に至る交渉では、土佐藩が薩摩藩は「討
幕」を実行しようとしていると捉えているが、薩摩藩は「討幕」までは想定しておらず、薩摩藩と土佐藩の双
方の認識は異なっていた。 
 Ⅱでは、薩長両藩の軍事構想における言説を検討し、「討幕」の具体的内容は、＜勅命による関東制圧＞であ
ることを再確認した。先行研究では、研究者各自が「討幕」を概念規定して幕末政治史像を論じてきたが、本
稿における検討結果をもとに政治過程を見ていくと薩長両藩の政治指導者たちの言説などがより明確に位置づ
けられるのではないかと考えられる。 
 Ⅲでは、王政復古政変前後の薩長軍事構想を比較検討し、王政復古政変前の段階では中国地方の諸藩を巻き
込んだ上方・畿内制圧を志向しているものの、「討幕」（勅命による関東制圧）の方針決定はされておらず、こ
の時点では＜中国地方諸藩の協力・制圧＞＜天皇奪取＞＜上方・畿内制圧＞＜関東挙兵・攪乱＞の四点を核と
した軍事構想であった。これらの構想が実現した後の第 2 段階として「討幕」は位置づけられるのではないか。
王政復古政変後は、辞官納地問題の紛糾を解決するために勅命によって関西諸藩の軍事動員を実現させて「討
幕」へ進もうとする想定が長州藩の御前会議で行われ、この想定が薩摩藩や同志の公家へ共有されたと考えら
れる。つまり、勅命によって関東制圧を行なう「討幕」という事態は、王政復古政変後になって初めて想定さ
れた。 
 当初の薩長軍事構想は、「討幕」までは共有事案ではなかったが、段階を経ることで結果的に「討幕」という
事態につながった。＜薩長交渉の積み重ね＞と＜偶然＞が「討幕」という結果を生み出した。また、幕末の政
治動向のなかで「勅命」が絶対化され、明治初期における政治秩序の形成過程で「朝敵征伐」という手法が定
着する。対外出兵論や士族反乱鎮圧が「朝敵征伐」という手法によって実行されたことは、幕末の薩長軍事構
想から「討幕」という結果へつながったことに起因していると考えられる。 
 これまでの幕末政治史研究では、「討幕」の意味が実証的に検討されておらず、無批判に使用されて歴史像の
構築が図られていた。薩長両藩を「討幕派」として捉えたうえで政治過程を分析する手法が基本であったが、
本稿では「討幕」とはどのような軍事的行為なのかということを押さえることで薩長軍事構想の内容を再検討
し、薩摩藩・長州藩が真に「討幕」に向けて動き出したと言えるのは、何が画期なのか、どの時点であるのか、
等を明らかにしようと試みた。「討幕」は幕府軍と戦闘することが本質ではなく、勅命によって江戸を中心とす
る関東を軍事制圧することが意味としては妥当である。そのうえで政治過程をみていくと、王政復古政変前は
薩摩藩単独の軍事構想から中国地方全域を巻き込んだ上方・畿内制圧構想が薩長両藩で合意されたが、関東制
圧（討幕）は合意されていなかった。薩長両藩が一貫して「討幕」を目指したとする歴史像は誤りと言え、状
況に応じて段階的に「討幕」という結果へ発展した。当初は日本全国の軍事制圧を企図しているわけではなか
った薩長軍事構想であるが、状況に応じて着実に交渉が積み重ねられたことで戊辰・箱館戦争に至る日本の平
定に決定的役割を果たすことになったと言えよう。 
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